
変更概要 
   は、変更箇所及び追加箇所を示す。                            

 

事     項 旧 新 摘      要 

名    称 明大前駅北側地区地区計画 明大前駅北側地区地区計画  

面    積 

約２．８ｈａ 
【図書上の面積】 
約２．７ｈａ 

【新たな測定方法で算出した面積】 

約２．８ｈａ 用途地域の
境界の変更に
伴い、区域を変
更する。 

地区計画の目標 

本地区は、甲州街道、京王線と井の頭線に囲まれた

明大前駅北側にある都市基盤が未整備な地区で、東京

都の都市再開発方針及び世田谷区都市整備方針では地

域生活拠点として位置づけられ、地区の日常の生活拠

点として、駅前交通環境の改善と地区特性に応じた商

業の育成及び活性化を図るべき地区となっている。 

本計画では、東京都市計画道路補助線街路１５４号線

（以下「補助１５４号線」という。）の整備に合わせ、

土地の合理的かつ健全な高度利用を促進し、安全で、魅

力ある街並空間を創出するなど良好な都市環境の形成

を図るため、以下のことを目標とする。 

１ 個性豊かな街の創出 

２ 魅力的で活力ある商店街の形成 

３ 将来、安心して暮らせる街の形成 

本地区は、甲州街道、京王線と井の頭線に囲まれた明

大前駅北側にある都市基盤が未整備な地区で、東京都の

都市再開発方針では明大前駅周辺地区に含まれ、また世

田谷区都市整備方針では地域生活拠点として位置づけ

られ、地区の日常の生活拠点として、駅前交通環境の改

善と地区特性に応じた商業の育成及び活性化を図るべ

き地区となっている。 

本計画では、東京都市計画道路補助線街路１５４号線

（以下「補助１５４号線」という。）の整備に合わせ、

土地の合理的かつ健全な高度利用を促進し、安全で、魅

力ある街並空間を創出するなど良好な都市環境の形成

を図るため、以下のことを目標とする。 

１ 個性豊かな街の創出 

２ 魅力的で活力ある商店街の形成 

３ 将来、安心して暮らせる街の形成 

文言の整理
を行う。 

地
区
整
備
計
画 

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

道路 

名称 幅員 延長 備考 名称 幅員 延長 備考 
道路が整備

されたため、拡
幅を既設とす
る。 区画道路１号 ６ｍ 約３４ｍ 拡幅 区画道路１号 ６ｍ 約３４ｍ 既設 

区画道路２号 ６ｍ 約７２ｍ 拡幅 区画道路２号 ６ｍ 約７２ｍ 既設 

区画道路３号 ６ｍ 約４０ｍ 拡幅 区画道路３号 ６ｍ 約４０ｍ 既設 

建
築
物
等
に
関
す
る

事
項 

地区
の 
細区
分 

名 

称 
商業街区 近隣商業街区 商業街区 近隣商業街区 

用途地域の
境界の変更に
伴い、区域を変
更する。 

面 

積 

約２．６ｈａ 
【図書上の面積】 
約２．５ｈａ 

【新たな測定方法で算出

した面積】 

約０．２ｈａ 約２．６ｈａ 約０．２ｈａ 
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理由書  

 

 

１  種類・名称  

  東京都市計画地区計画明大前駅北側地区地区計画  

 

２  理  由  

東京都は、平成１６年の用途地域一斉見直し以降、道路の拡幅整備

等により、用途地域の境界の基準としていた地形地物の変更等が多く

発生し、指定状況と現況との不整合がみられることから、これを解消

するために用途地域等の変更を一括して行うこととした。  

地区計画の区域の境界は、原則として、道路、鉄道その他の施設、

河川、海岸、がけその他の地形地物等土地の範囲を明示するのに適当

なものにより定めている。  

このことから、今回の用途地域の境界の変更に伴い、本地区計画の

区域境界の整合を図るため、地区計画の区域を変更するものである。  
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東京都市計画防災街区整備地区計画の変更（世田谷区決定） 

都市計画北沢五丁目・大原一丁目地区防災街区整備地区計画を次のように変更する。 
 

名 称 北沢五丁目・大原一丁目地区防災街区整備地区計画 

位 置      ※ 
 

世田谷区北沢五丁目及び大原一丁目各地内 

面 積      ※ 約４４．３ｈａ 

地区計画の目標 「住みよく災害に強いまち」の実現を目標に、適正な土地利用の実現、道路の整備、建築物の不燃化や密集化の防
止、公園等のオープンスペースの充実及び緑の維持・創出などを図り、修復型街づくりを前提に、快適な居住環境
の形成及び災害に強い市街地への誘導を図る。 

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

土地利用の方針 区域の特性に応じて地区内を５種類に区分し、住居系及び商業系土地利用の調和、適正化を図る。 

１．住宅地区１ 低層戸建て住宅と低層集合住宅が調和した災害に強く快適な住宅地の形成をめざす。 

２．住宅地区２ 低層住宅と中層集合住宅が調和した災害に強く快適な住宅地の形成をめざす。 

３．井の頭通り沿道地区 延焼防止効果を持ち、住宅地区の住環境を維持するため、不燃中層住宅立地地区の形成 

をめざす。 

４．環状７号線沿道地区 延焼防止効果を持ち、住宅地区への騒音等を緩和するため、不燃中高層建築物立地地区 

の形成をめざす。 

５．住商協調地区 混在する住宅との共存・調和を図りつつ、商業機能の充実をめざす。 

地区防災施設の整備の方針 地区防災施設としての道路、公園は以下のように整備する。 

１．道路整備    火災時の延焼防止性能の向上および、地区内の消防活動困難区域の解消を図るため、また、平

常時においては地区住環境の向上を図るため、区画道路を整備する。 

なお、道路整備にあたっては、高齢者や障害者を含め誰もが安全で快適に通行できるよう、歩行空

間の充実に配慮するとともに、沿道の緑の維持・創出に努める。 

２．公園整備        防火貯水槽や災害用井戸など上水道に頼らない水利の設置や、避難時の集合所等、災害時の拠

点として、また、平常時においては地区の憩いの場として、公園を適切に配置する。 
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